
 

 

第３７回大阪市廃棄物減量等推進審議会 

次       第 

 

 

 

 

 

 

日  時    平成１９年９月４日（火） 午後２時から 

 

 

 

場  所    大阪キャッスルホテル６階 鴛鴦の間 

         

         

         

         

議  題    ・中小零細事業者の減量施策について 



第３７回

 
大阪市廃棄物減量等推進審議会 資 料 １

・

 

第３６回審議会における審議内容の集約

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

P1

・

 

中小零細事業者（10kg未満排出事業所含む）における減量施策について

 

・・・・

 

P2 ～
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１

第３６回審議会における審議内容の集約

《大規模建築物における減量施策について》

１

 

大阪市の現状認識

２

 

取り組むべき減量施策

 

（意見集約）

①

 

資源化率について

・

 

建物用途別、品目別それぞれに資源化率の差異はあるが、資源化量が年々増加し、資源化率も安定している。

・

 

特に「紙類」、「缶」、「びん」の資源化率は高くなっている。

・

 

「紙類」、「缶」、「びん」の他のものをリサイクルするには、今後、解消すべき課題（一定量の確保やリサイクルルートの未整備

など）が多い。

②

 

対象物件について

・

 

事務所ビル1,000㎡以上への対象拡大にあたっては、事前調整において様々な課題（管理体制が確立されていないビルが

多いなど）が生じており、より小規模の物件まで対象拡大することは困難。

①

 

資源化率の向上に向けて

・

 

先進事例の紹介を積極的に行うなどの普及啓発が必要。

⇒

 

排出指導体制の強化、及び普及啓発（先進事例の紹介など）の充実。

・

 

資源化が進んでいない「その他紙」など、細部にわたっての資源化率向上が必要。

⇒

 

リサイクルルートの調査、研究及び情報発信。

・

 

バイオマスなどの整備について、市と事業者が連携して検討を進める必要がある。

 

など

② その他

・

 

発生抑制に向けた取り組みが必要。

（例）

 

自販機におけるマイカップ、

 

事業系版ごみゼロリーダーの創設、

 

普及啓発の充実、

 

など

⇒

 

新たな制度の創設や、新たな普及啓発の手法についての検討。

（事業系版ごみゼロリーダーの創設や、大阪市と排出事業者との双方向による情報共有・情報発信など）

大規模建築物（約2,400件）に対するごみ減量・リサイクルの取組みは、所有者・管理者の積極的な取組みにより、ほぼ定着してきた。



中小零細事業者（10kg未満排出事業所含む）における減量施策について

１

 

現状と課題

大規模建築物では、本市の減量指導により、ごみ減量・リサイクルの取組みが一定進んでいるほか、排出実態の把握も可能となって

いるが、中小零細事業者については排出実態が十分に把握できていない。

また、本市が行った調査の結果、平均排出日量が10kg未満の排出事業所（以下、10kg未満排出事業所）については、約８．２万事業

所、約８．７万トンを、本市直営が無料で収集している。

２

（１）

 

中小零細事業所 （許可業者収集） における課題

排出実態が十分に把握できていないが、ごみ減量施策の検討を行う必要がある。

※

 

ごみ減量を推進する際の想定される課題

・

 

排出事業所

 

⇒

 

「ごみ減量に対する意識の高揚」

「分別」、「保管」にかかる、「人手」、「スペース」、「経費負担」

・

 

収集運搬

 

⇒

 

収集効率が悪い。（資源物が少量点在している）

（２）

 

10kg未満排出事業所 （直営収集）

 

における課題

事業系ごみの無料収集のあり方の検討（排出者責任の徹底）と、ごみ減量施策の検討を行う必要がある。

許可業者収集

（有料）

（有料）

（有料）

（無料）

・

 

前回、今回で、課題・方向性は整理（確認）済み

《 課 題 》

・

 

ごみ減量施策の検討
・

 

ごみ減量施策の検討

・

 

無料収集のあり方の検討

・

 

ごみ減量施策の検討

・

 

無料収集のあり方の検討

・

 

ごみ減量施策の検討

直営収集
中小零細（受託）

 

中小零細（受託）

中小零細（10kg未満）

 

中小零細（10kg未満）

大規模

 

大規模

中小零細

 

中小零細



３
《

 
想定される減量の手法 （アイデア）は？

 
》

２

 

課題解消に向けて

（１）

 

中小零細事業所

排出実態が十分に把握できていないため、他都市調査結果に基づくシミュレーションにより、想定される課題の解消に向けた

検討を行う。

なお、対象品目（ターゲット）は、大規模建築物において資源化量が最も多い「紙ごみ」とする。

仮に６０％の減量協力が得られると、約９万トン減量することになり、「大阪市一般

廃棄物処理基本計画」で定める事業系ごみの減量目標（9.5万トン）にほぼ相当する。

A . B . C . D .

積算ベース量
（事業系ごみ総量）

組成率
　　　※注２

紙ごみ発生量
（A × B）

ごみとして排出され
る紙ごみ総量
（C ー 9条指導）

試算　１

事業系ごみ分別収集モデル事業（H9　京都市実
施）における「事業系ごみ総量に対する資源化可
能物の割合」
※ 大規模建築物への減量指導を行う前の調査

98.7万トン【H17 一般搬入を含む事業

系総量】＋16.3万トン【9条指導総量】

＝　１１５万トン
24.0% ２８万トン

（内9条指導における紙類資
源化量：12万トン）

１６万トン

試算　２
事業所一般廃棄物排出量実態調査（H13　大阪府
実施）における「許可業者収集ごみのごみ質」

90.2万トン【H17許可業者収集量】

－8万トン【業者収集のアパ・マン】

＝　８２．２万トン
18.7% １５万トン １５万トン

注１ ： 「９条指導」は、「大規模建築物における資源化量」を表す。

注２ ： 組成率は、資源化可能な紙類（段ボール、新聞紙、OA紙など）の率を表す。

　　　  試算２の組成率は、府下６都市（大阪市除き、H8～H13の調査結果）の単純平均を表す。

積算根拠

① 他都市調査に基づく事業系紙ごみの推計（試算シミュレーション）について



手法 内容 メリット
課 題

大阪市の役割
排出事業所 収集運搬

回収業者による

 
回収

排出事業者と回収

 
業者との民民契約に

 
よる、個別回収。

既存ルートの活用が可

能

保管スペースの確保

回収業者との調整が必

要

一定量を回収できる体

制の整備が必要

回収業者に関する情

報提供（事業者一覧の

作成など）

排出事業者が

 
連携した回収シ

 
ステムの構築

例えば、「オフィス

 
町内会」の推進

保管スペースの共有化

等が可能

排出者独自の取組み

による、ごみ減量に対す

る意識の高揚

中心（リーダー）となる

事業所が必要

一定数の参加事業所

が必要

システムが機能しない

（取組み事業所が少ない

等）場合の対応が必要

事業系版ごみゼロ

リーダーの創設の検討

地域における集

 
団回収の活用

排出事業者が、そ

 
の地域で行っている

 
集団回収団体へ、紙

 
類を持ち込む。

企業市民としての意識

の構築（CSR的な貢献）

地域の活性化

保管スペースの確保

集団回収団体の把握、

及び調整が必要

（集団回収団体の課題）

市内中心部など、集団

回収を実施していない地

域がある。

企業と集団回収団体

のマッチングの促進

※

 

いずれの手法についても、古紙の市場価格への影響が予測される。

②

 

想定される減量の手法

４

◆

 

基本的な考え方

◆

 

具体的な想定される減量の手法

他都市事例等を参考に、以下の手法、及びそれぞれのメリットと課題を想定した。

・

 

事業系紙ごみの減量に関しては、「排出者責任」に基づき、事業者自らの取組みを推進する。

・

 

大阪市は、事業者の取組みに対するコーディネーターの役割を果たす。



① 現

 

状

本市では、条例に基づき、排出日量が10kg未満であれば、「家庭系」「事業系」を問わず無料で収集している。

本市が行った調査結果では、約８．２万事業所、約８．７万トンを無料で収集している。

②

 

無料収集のあり方について

廃棄物処理法では、「市町村」に対して「一般廃棄物の統括的な処理責任」を定めているため、事業系ごみを市町村が収集

することについて法的には問題はない。

一方で、同法では「事業者」に対して「事業者自らの処理責任（排出者責任）」も定めているため、ごみ減量の推進や、事業者

の「排出責任」の徹底といった観点から、無料収集のあり方について検討する必要がある。

⇒

 

経済的インセンティブの導入について。（10kg基準の撤廃）

※

 

導入する場合の課題

・

 

住居併設事業所において、「家庭系ごみ」、「事業系ごみ」の明確な区分は可能か？

・

 

事業者への啓発、指導体制

・

 

不法投棄 （家庭系への混入含む） 対策

（２）

 

10kg未満排出事業所について

５

10kg未満

排出事業所

対象件数 推計量

事務所単独 約４５，０００件 約５２，０００ｔ/年

住居併設 約３７，０００件 約３５，０００ｔ/年



第３７回

 
大阪市廃棄物減量等推進審議会 参考資料

・

 

オフィス町内会のイメージ

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

P1

・

 

他都市（横浜市・名古屋市・神戸市・福岡市）の事業系ごみの取扱（手数料）について

 

・・

 

P2



オフィス町内会のイメージについて

B 社（ビル）B 社（ビル）

資源回収業者資源回収業者

A 社A 社

C 社C 社

D 社（ビル）D 社（ビル）

F 社F 社

G 社G 社

E 社（ビル）E 社（ビル）

H 社H 社 再生資源業者

（問屋）

再生資源業者

（問屋）

《リーダー事業者》

・

 

回収契約

・

 

細部調整

・

 

回収契約

・

 

細部調整

《定期回収》

保管スペースがない会社

単独ではスケール

メリットにかけるビル

１



他都市（横浜市・名古屋市・神戸市・福岡市）の事業系ごみの取扱（手数料）について

２

焼却 破砕 埋立 資源

横 浜 市
（廃棄物条例）

　排出事業者自らが運搬又は専ら物業者若しくは一般廃棄
物収集運搬業者が排出事業者との契約に基づき収集運
搬。（一部、住居併設事業所等について市が収集している
ケースがある。）

規定なし - -

名 古 屋 市
(廃棄物条例）

　事業系廃棄物は、事業者自ら又は許可業者が収集運搬
する。（条例・規則に基づき、一部の資源ごみは市が収集）

【第32条】　５０円/㎏(上限料金） -

神 戸 市

(手数料条例）
　収集運搬主体は、収集運搬許可業者又は自己搬入。

　【第3条】　収集運搬上限料金

福 岡 市
(廃棄物条例）

　排出者自ら運搬するか又は許可業者が戸別に収集する。 【第27条】　２１７円/50㍑（上限料金）

大 阪 市
(廃棄物条例）

　事業系ごみの収集運搬は、市(直営）・排出者自ら・許可業
者。

　【第30条】　1日平均排出量１０㎏
　　　　　　　以上の場合
　　　　　　　　　２４０円/10㎏

- -

搬入手数料
収集運搬手数料

事業系ごみの収集形態
（処理計画上の規定）

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（一般廃棄物処理業）
第七条１２ 第一項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。）及び第六項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物処分業者」という。）は、一般廃棄物の収集及
び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料
金を受けてはならない。

都市名

【第27条】　１４０円／10㎏

　【第3条】　有料指定袋制

【第30条】　５８円／10㎏

【第32条】　２０円／１㎏

【第44条】　　１３円／１㎏

サイズ 金額

３０㍑袋 ９６円

４５㍑袋 １４４円

７０㍑袋 ２２４円

９０㍑袋 ２８８円

指定袋に
よる場合

サイズ 焼却 埋立 破砕 選別

３０㍑袋 ４８円 ６０円 ８４円 １０円

４５㍑袋 ７２円 ９０円 １２６円 １５円

７０㍑袋 １１２円 １４０円 １９６円 ２３円

９０㍑袋 １４４円 - - -
重量による
場合(10㎏)

８０円 １００円 １４０円 ４０円

※実際の購入代金には、条例料金に袋代が上



第３７回

 
大阪市廃棄物減量等推進審議会 資 料 ２

・

 

基本計画の進捗状況（平成１８年度実績）

 

・・・・・・・・・

 

P1

・

 

基本計画の進捗状況（ごみ処理量の達成状況）

 

・・・・・・・

 

P2

・

 

ごみ処理量の推移

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

P3



基本計画の進捗状況（平成18年度実績）

家庭系ごみ家庭系ごみ

事業系ごみ事業系ごみ

55.5万トン

2.6万トン

0.8万トン

本市収集本市収集

容器プラ

 

容器プラ

資源ごみ

 

資源ごみ

普通ごみ

 

普通ごみ

平成１６年度

52.9万トン

2.9万トン

2.0万トン

平成１８年度

▲2.6万トン

+1.2万トン

+0.3万トン

総量：58.9万トン
総量：57.8万トン

▲1.1万トン

 

▲1.1万トン

資源集団回収資源集団回収 2.7万トン 3.4万トン
+0.7万トン

 

+0.7万トン

全市拡大

収集頻度アップ

約360団体の増

▲0.4万トン

 

▲0.4万トン

ごみゼロリーダーと

 
の連携や子供服等の

 
拠点回収・展示提供

 
等により発生抑制・

 
再使用の取組が進ん

 
でいると考えられる。

 

ごみゼロリーダーと

 
の連携や子供服等の

 
拠点回収・展示提供

 
等により発生抑制・

 
再使用の取組が進ん

 
でいると考えられる。

一般搬入一般搬入

業者収集業者収集

9.0万トン 7.7万トン

90.8万トン 88.3万トン

▲1.3万トン

 

▲1.3万トン

▲2.5万トン

 

▲2.5万トン

継続搬入のダンピング

 
チェックや排出源調査

１



H16年度

59万トン

H16年度

59万トン

H22年度

55万トン

H22年度

55万トン

H16年度

99.3万トン

H16年度

99.3万トン

H22年度

89.8万トン

H22年度

89.8万トン

▲3.9万トン

 

▲3.9万トン

基本計画の進捗状況（ごみ処理量の達成状況）

家庭系ごみ家庭系ごみ

事業系ごみ事業系ごみ

H18年度

95.4万トン

H18年度

95.4万トン

H18年度

58万トン

H18年度

58万トン

▲1.0万トン

 

▲1.0万トン
▲3.0万トン

 

▲3.0万トン

▲5.6万トン

 

▲5.6万トン

２
2年 4年



◆要処理量の比較（ごみ総量）

175 171 170 169 165 164 163 162 160 159156 153 150 148 147

184
177 171

164 163 161 156 155

0

40

80

120

160

200

H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

前基本計画

現行基本計画
実績

（万ｔ）

（年度）

前基本計画の目標

 
159万トンをクリア

◎資源ごみ収集「その他金属類」を追加

 

（H19.4）
◎多量排出事業者指導の対象拡大

 

（H19.4）
◎「中身の見える袋」による排出指定制度の導入

 

（H 20.1）

◎資源ごみ収集頻度アップ

 

２週間に１回→週に１回

 

（H17.4）
◎容プラ集全市実施

 

（H17.4）
◎マタニティウェア等の展示提供

 

（H17.6）

◎資源ごみ収集ペットボトル追加

 

（H9.10）
◎手数料改定（許可業者搬入）

 

17円40銭→29円

 

（H10.4）
◎資源集団回収団体に対する支援制度

 

（H11.4）
◎多量排出事業者指導の対象拡大

 

（H11.4）

◎粗大ごみ申告制全市実施

 

（H12.10）

◎家電リサイクル法施行

 

（H13.4）
◎容器包装プラスチック収集テスト実施

 

（H13.10）
◎乾電池・蛍光灯管等の拠点回収

 

（H13.10）

◎多量排出事業者指導の対象拡大

 

（H15.4）
◎容器包装プラスチック収集区域拡大４区→11区

（H15.10）
◎廃棄物減量等推進員の創設

 

（H15.10）

◎容器包装プラスチック収集テスト実施
収集頻度アップ

 

２週間に１回→週に１回

 

（H14.10）
◎手数料改定（許可業者搬入）

 

29円→40円50銭

 

（

 

H14.10

 

）

◎手数料改定（許可業者搬入）

 

40.5円→58円

 

（Ｈ18.9）
◎粗大ごみ収集

 

有料化開始

 

（H18.10）

現行基本計画の目標(H18)
の156万トンをクリア

(単位：万トン）

実績値 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

家庭系ごみ 72.0 71.0 67.0 60.3 60.0 58.9 56.0 57.7

事業系ごみ 109.4 102.5 101.3 100.8 100.8 99.3 98.0 95.4

環境系ごみ 2.9 3.4 3.1 2.6 2.6 2.4 2.4 2.2

合　　計 184.3 176.9 171.4 163.7 163.4 160.6 156.4 155.3

ごみ処理の推移

３
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